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各　大　臣　　様

同和問題の早期完全解決にむけた要望書
　貴台におかれましては、平素より同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の早期完全解決

を図るために、各種施策を講じていただき厚く感謝を申し上げます。

　さて、33 年間に渡り続けられてきました同和対策の特別措置法が平成 14 年 3 月に失効しまし

たが、再び、同和問題に特化しました「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成 28 年 12

月に成立しました。

　先般、この法律の第 6 条に規定する部落差別の実態調査が実施され、昨年 6 月に調査結果が

公表されましたが、私どもが主張する「今や同和問題は完全に解決の過程にある」ことが証明

されました。

　私どもは、この法律を拡大解釈することなく有効活用することで完全解決に繋げていきたい

と思いますが、この「部落差別の解消の推進に関する法律」、「ヘイトスピーチ解消法」、議員立

法として国会へ提出される予定の「LGBT 理解増進法案」、いずれの法律にも人権が侵害された場

合の被害者の実効性のある救済措置は明記されておらず、平成 28 年 4 月に施行された「障害者

差別解消法」では既存の機関を活用するとされており、また、「男女共同参画基本法」の条文に

は、人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じるようとの記

載がありますが、「人権擁護法案」や「人権委員会設置法案」が廃案になったことで実現には至っ

ていません。

　一方、国連の規約人権委員会、女子差別撤廃委員会、人種差別撤廃委員会などからも、国内

人権機構の設置が幾度も勧告が出されていますし、平成 29 年 7 月に人種差別撤廃委員会へ提出

された政府の第 10 回・11 回の報告に対しても、平成 30 年 8 月に審査があり、その結果の総括

所見が同月に採択されましたが、同じ内容の勧告がされました。

　この総括所見の勧告に対して政府は令和元年 9 月に、「人権救済制度の在り方については、こ

れまでなされてきた議論の状況をも踏まえ、引き続き適切に検討している。なお、従前から、

人権擁護に携わる行政機関として法務省に人権擁護局が設けられており、その下部機関として、

法務局人権擁護部(全国８箇所)、地方法務局人権擁護課(全国４２箇所)及びこれらの支局(全

国２６１箇所 ) が設けられている。さらに、法務省では、全国で約１４，０００人の法務大臣が

委嘱した民間ボランティアである人権擁護委員と協力して、人権啓発活動、人権相談及び人権

侵犯事件の調査救済といった人権擁護活動を行っている」とコメントを提出していますが、こ

れは法律でもない訓令の「人権侵犯事件調査処理規定」を持ち出しての苦しい言い訳です。

　また、平成 26 年 1 月に批准書を寄託したことで同年 2 月 19 日から「障害者権利条約」の効

力が発生していますが、この条約にも「条約の実施を促進し、保護し、及び監視するための国

内機構を設置する」条項があり、他の条約と同じように実施状況の国連への報告義務があります。

　第 1 回の報告を平成 28 年 6 月に提出されていますが、国連から令和元年 10 月にこの報告に

対し、34 項目の質問が出され、その中でパリ原則に従った独立した人権監視の仕組みを設立す

るためにとられた措置についての情報提供が求められていますので、総括所見でも同じような

勧告が出されることが予想されます。

　これらのことを勘案すれば、パリ原則に準じた簡易・迅速・柔軟に人権救済を図る目的の国

家行政組織法の第 3 条委員会としての「人権委員会」の設置を中心とする、平成 14 年の第 154

回国会に閣法として提出された「人権擁護法案」を大胆に見直し、一日も早い成立を図り、国

内人権機構としての「人権委員会」が設置されますようご尽力を賜りたくお願い申し上げます。

　　　令和 3年 11 月 22 日

自 由 同 和 会 中 央 本 部    

会　 長　　 川　 上　 高　 幸


